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令和 ８年 ４月 １日 

令和８（2026）年度 学校経営計画（本文） 

八王子市立第九小学校 

校長  中野 智彦 

はじめに ＝経営の信条＝ 

学校教育の目的は、人格の完成を目指し心身ともに健康な児童を育成することである。本校児 

童・保護者及び地域の実態を踏まえ、また、学校教育目標及び「みんなが輝く、みんなで輝く」 

学校を実現するため、『規律と思いやりと活力のある学校づくり』を学校経営の柱とする。 

学校教育活動の成果を上げるためには、個々の教職員が自らの資質・能力を存分に発揮し、互 

いに協力することが不可欠である。そのためには『教職員の心身が健康』であって、『人の和を 

はかる組織』であることが大切である。互いの長所を認め合い、短所は温かく補い合うことがで 

きてこそ、組織的で計画的な児童の教育が成立し、高い成果を上げることができるのである。全 

ての教職員が互いの資質と立場を理解し合い、同僚性を大切にする学校経営を行う。 

本校の児童は基本的に意欲的で大変素直である。一方で、生活指導上困難な課題を抱える児童､ 

特別支援教育的配慮の必要な児童も少なくない。本校を安定させるためには、教職員一人一人が 

これらの現実に正面から挑む気概と対応力をもっていなければならない。そのためには、児童の 

言動の意味を追求すること＝児童の言動の現象面のみに振り回されないこと＝が大切であり、こ 

の意識を常にもつからこそ、効果的で効率的な指導・支援が可能となるのである。 

「人の和をはかる組織」及び「児童の言動の意味を追求することを通しての効果的で効率的な 

指導・支援」の双方を可能とする方法論は、①自尊心を高めること、②安心・安全な環境をつく 

ること…である。つまり、適切な賞賛と存在の尊重を大切にすることを意識することである。 

 

Ⅰ．学校教育目標＝目指す子供像 

上記の「経営の信条」を受け、本校の学校教育目標を以下のように設定する。重点目標を「よく

考え自ら学ぶ子」とし、規律と思いやりと活力のある児童、学級・学年集団を育成する。 

〇よく考え自ら学ぶ子（重点目標） 〇思いやりがあり助け合う子 〇明るく健康な子 

 

（１）目指す学校像…児童、教師、家庭・保護者、そして地域が強く連携した学校をつくる。 

○児童が喜んで登校できる学校 

○子供を安心して預けられる学校 

○保護者・地域とともに歩む学校 

（２）目指す教師像…児童の指導に喜びを見出せる教師集団をつくる。 

○児童に慈愛を注げる教師 

○児童とともに感動できる教師 

○児童の可能性を引き出せる教師 

（３）目指す保護者像 

〇わが子を人間性豊かに育てる保護者 

〇基本的生活習慣の形成と居場所づくりに励む保護者 

〇学校との連携を大切にし、わが身の後姿で育てる保護者 

（４）目指す地域像 
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〇子供の社会性（規範意識や善悪の判断）が育まれる地域 

〇大人としての責任を果たす（安全・安心な教育環境をもつ）地域 

〇青少対第二地区委員会等地域資源のもとに、子育て支援のネットワークのある地域 

 

Ⅱ．中期的目標と方策 

１．確かな学力を育む教育を推進する 

①基礎基本の徹底及び家庭学習の習慣化 

・各種学力調査及び「はちおうじっ子ミニマム」等の結果を分析し、課題を把握するととも 

に実態に即したドリル型学習コンテンツの活用や算数補習教室を計画的に実施し、基礎 

的・基本的な学力の定着を図る。 

②教員の学習指導力向上 

・校内研究の研究主題（後述）の追求及び「高校入試」に対しても責任の一端をもつことを 

通して、ユニバーサルデザインの視点に基づく授業改善・授業力向上を図る。 

③少人数指導やＴＴ及び教科担任制の推進・充実 

・算数における習熟度別指導やＴＴの実施による個に応じた指導と基礎的学力の向上を図る。 

・専科教員及び時間講師による教科担任制のほか、学年教員相互の分業や新採教員による教 

科担任制を拡充し、より専門性の高い授業を行う。 

 

２．生活指導の充実 

①「よく考え自ら学ぶ子」の基盤ともいえる基本的生活習慣と規律の確立 

・「早寝・早起き・朝ごはん」の励行を中心に子供の基本的生活習慣を確立する。 

・挨拶や正しい言葉づかい及び規範意識をしっかり身に付けさせる。 

②保護者との連携を密にし、児童理解及び問題行動の早期発見に努める。 

・課題のある児童の保護者には、共感的理解をもって組織としての対応を心がける。 

・児童の変化を敏感に察知し、家庭や地域からの情報を大切にして、先手の対応をする。 

③課題のある児童へのきめ細やかな指導・支援を充実する。 

・児童の言動の意味を追求できる教員を育成しつつ、指導困難な学級には学校サポーター等 

を配置し複数のスタッフで対応するなど、適正な学習環境をも提供できるようにする。 

・『九小サポートルーム』の活用により、不登校傾向のある児童等へのきめ細やかな対応を

行う。人とかかわることへの安心感の醸成し、学級・学年の活動に参加できるようにする。 

④仲間を大切にした学級・学年づくり 

・自己存在感の確立、共存共栄意識の涵養、自己決定力を育む学級・学年経営を確実に行う。 

⑤いじめの防止を中心に丁寧で迅速な生活指導の充実を図る。 

・「学校いじめ対策委員会」の毎週確実な実施し、組織的な事案及び対応策の共有を図る。 

・未然防止と早期の発見・対応・解決を図り、「いじめ認知報告書提出案件」ゼロを目指す。 

⑥安全教育の充実を図る。 

・避難訓練・安全指導の毎月実施と、随時の安全教育により、児童が自らの命と心身の健康 

を守るための適切な行動をとる力を育成する。 

 

３．豊かな人間性の育成 

①道徳教育の充実を図る。 
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・『特別の教科 道徳』の授業の充実及び各教科や領域との統合化を図り、道徳的価値を具 

体的に生活の中で生かし実践できるところまで育成する。 

②学級・学年・児童会における自治力と協働する力の向上 

・生活指導面での恒常的な安定は、児童によって成し得るものである。そのためにも、自己 

存在感の確立、共存共栄意識の涵養、自己決定力の育成を図る。特に各種の行事、児童会活

動等の取組によって成し得るものであるという認識を全教職員で表有する。 

③人権教育の推進 

・学校生活全般での児童の気付きや日常のつぶやきを大切にし、思いやりの心を育成する。 

 

４．主体的な学びを促すための指導法及び特別支援教育の視点に立った児童支援の充実。 

①主体的な学びを促す学習指導の充実 

・昨年度に引き続いて「目指せ！全員参加！～楽しい・分かる・安心な授業づくり」を主題 

とし、任意の教科・領域における指導法及び特別支援教育的なアプローチ法の研究を行う。 

②特別支援校内委員会の成熟を図る 

・少なくとも毎月１回開催する。計画的な委員会運営を行い、事案や対応策の共通理解を図る。 

・都巡回相談心理士や関係機関を含めた関係者会議やケース会議を必要に応じて行う。 

 

５．開かれた学校づくりを推進する 

①地域運営学校としての学校経営を推進する 

・学校運営協議会が学校経営へ参画し、学校経営計画、学校行事、その他の重要施策に対し、 

積極的な助言や評価をする。年間で８回開催する。 

・日常的な授業観察や年間２回の教職員との交流会等を通して、児童の実態や本校の諸課題 

についての情報共有や、指導困難な児童に関する対応策についての共通理解を図る。 

②地域教育力の導入 

・近隣の福祉施や商店、地域人材等と連携し、地域の自然や施設を活用する体験型教育実践 

を継続する。地域の子供を地域が育成てる体制づくりと、郷土を愛する心を育む。 

・生活指導上の困難な児童を抱える学年については、学運協やＰＴＡ役員会と連携しながら 

授業観察を実施したり当該児童保護者への助言や支援を実施したりする。 

③地域への関わりを深め地域に貢献する 

・教職員が地域の行事に積極的に参加し、顔が見える関係づくりと地域貢献を推進する。 

④保幼小及び小中連携の強化 

・近隣保幼との連携により、新入生に関する情報を収集するとともに、「スタートカリキュ 

ラム試案」作成に着手するなど、入学期の児童に対する指導を改善・充実させる。 

・小中一貫教育を重視し、小中一貫校区での教育実践交流や協議を「学力向上」・「生活指 

導」・「特別支援教育」を中心に行う。中学校の授業体験や生徒会小学校訪問も実施する。 

 

６．服務事故防止を徹底する 

・服務事故を起こさないことが、子供・保護者・地域からの信頼につながることを、常に意識 

している教職員を育成する。 

・服務事故防止研修の適時な実施とともに、教職員が互いに励まし合い、助け合える環境づく 

りこそが服務事故防止のために大切であるという認識に立って学校運営をする。 
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Ⅲ．中期目標に関する数値目標 

 数値項目の目標 令和８年度目標 中期（３年後＝令和11 年度）目標 

地
域
運
営
学
校 

・保護者理解度 

 

・委員の協議会及び学校行 

事等への参加 

・提案事項や施策 

・１００％ 

 

・９０％ 

 

・危険樹木の伐採等学校安全関連の施策の 

実施 講演会、懇談会等の活動２回以上 

・同左 

 

・同左 

 

・同左 

学
力
向
上 

 

・授業時数 

 

・複数教員による指導及び 

教科担任制の推進 

・到達目標値の向上 

・余剰時数18 時間程度（全学年） 

 

・低学年も算数でTT の実施、専科教員や 

時間講師以外での教科担任制の推進 

・到達目標問題正答率50％未満児童 

10％以内 

・余剰時数18 時間程度（全学年） 

 

・同左のほか、理科や体育での専科教員 

の配置（都の事業） 

・到達目標問題正答率50％未満児童 

5％以内 

安
全
健
康 

・不登校 

 

・いじめ 

 

・安全教育 

・年間90 日以上欠席12 名未満 

 

・認知報告書提出案件０件を目指す（いじ 

めの未然防止等の丁寧な対応が主眼） 

 

・交通事故等０件 

・同左9 名以内 

 

・同左 

 

・同左 

学
校
運
営 

 

・学校・学年だより 

 

・学校評価 

 

・小中一貫教育及び保幼小 

連携の推進 

 

・月１回以上の発行 

 

・Ａ・Ｂ評価全項目平均７０％ 学校改善 

 

・年３回の分科会、授業体験、及び交流活 

動放課後デイとの連携の継続 

・同左 

 

・Ａ・Ｂ評価全項目平均８０％ 学校改善 

 

・同左 

 

特
色
あ
る
活
動 

・食農育の推進 

 

・高齢者福祉施設との交流 

等、地域教育力の導入 

 

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

・栄養士と全学年が連携、年１回以上 

 

・相互訪問を検討（近隣高齢者福祉施設） 

川口川環境学習 

 

・７名以上 

・同左 

 

・同左 

 

 

・同左 

家
庭
地
域
と
の
連
携 

・保護者会 

 

・授業参観 

 

・マルシェ、関係町会との 

連携 

 

・出席率６０％以上 

 

・参加率８０％以上 

 

・教員の参加者のべ３０名程度、町会との 

連携では保護者参加者５０名以上 

 

・出席率７０％以上 

 

・参加率８５％以上 

 

・同左 

 

 


